
デイサービス 

【定員】 １２名（介護予防含む） 

 

【対象となる方】 

介護保険で以下の要介護認定の結果を受けた方が対象となります。 

〈橿原市総合事業〉 要支援１・２ 

〈地域密着型通所介護〉要介護１～５ 

※上記以外の方で自費利用も可能です 

 

【営業日】 月曜日～金曜日（ 8 月 13 日～15 日 ・１２月３０日～１月３日は除く） 

 

【営業時間】 ９：００～１６：３０ 

 

【ご利用料金】   

〈地域密着型通所介護〉 

 

 

基本サービス 

単位数 

 

入浴介助加算 

（単位数） 

サービス提

供体制加算  

（単位数） 

利用者負担額 1 回分 

（１割負担） 

各所定単位数に処遇改善加算

（5.9％）・特定処遇改善加算

（1.2％）・ベースアップ等支援

加算（1.1％）を乗じた金額   

要介護１ 750 単位 40  22 8９4 円  

要介護２ 887 単位 40 22 1,043 円  

要介護３ 1,028 単位 40 22 1,19８円  

要介護４ 1,168 単位 40 22 1,353 円  

要介護５ 1,308 単位 40 22 1,506 円  

（１単位 10.14 円） 

 

＊１ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合が 

あります。   

 

＊:計画に基づき個別機能訓練加算（56 単位／日）が必要となります。 

＊別途、自費が必要になります。 （昼食代 ６００円・ 日用品代１５０円） 



 

<橿原市総合事業>  

 

第一号通所介護 
基本単位数 

（1 回） 

介護職員処遇

改善加算 

月の合計単位数に加算 

ベースアップ 

支援加算  

月の合計単位数に加算 

利  用  料 

（月額） 

1 割負担 

週 1 回の場合 384 単位 99 単位 18 単位 
1,678 円  

（月 4 回） 

週 2 回の場合 395 単位 202 単位 38 単位 
3,449 円  

（月 8 回） 

（1 単位 10.14 円） 

＊１ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合が 

あります  

 

＊:計画に基づき運動器機能向上加算（2２５単位／月）が必要となります。 

 

＊別途、自費が必要になります。 （昼食代 ６００円・ 日用品代１５０円） 

 

 

 

自費（保険外）利用できます。  

1 回あたり 7,000 円  

 

 

 


